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民法（債権法）改正法案等が可決・成立しました  
 
かねてより継続審議となっておりました「民法の一部を改正する法律」及び

「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律」が、平成２９年５月２６日に可決・成立いたしました。 

本法律の施行は、一部を除いて公布の日から３年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行されることとなっております。 

詳細は、全宅連ホームページをご覧ください。 

https://www.zentaku.or.jp/news/2217/ 

 
ヴィッセル神戸のホームゲーム観戦チケット（バック自由席）を各試合１組２名様にプレゼント致します。 

ご応募は、下記に必要事項を記入し、ご希望の試合を１試合選んで、協会本部までＦＡＸにてお申込みください。  
応募者多数の場合は、抽選となりますので、あらかじめご了承の程宜しくお願い致します。 

また、当選の発表は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。 
 
ご応募の締切は６月２０日（火）まで。 
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開 催 日 会 場 対戦チーム 
ご希望の試合 

（１試合のみ） 

7 月 8日 土 19：00 

ノエビア 

スタジアム 

神戸 

ベガルタ仙台  

7月 29日 土 19：00 
大宮 

アルディージャ 
 

8 月 9日 水 19：00 
鹿島 

アントラーズ 
 

※ご希望の試合に○印を付して下さい（１試合のみ） 

ＦＡＸ：078-351-0164 

「人間サイズのまちづくり賞」 募集要項 
 
１．賞の部門 
まちなみ建築部門／ユニバーサルデザイン部門／花緑部門／まちづくり活動部門 

２．受付期間 
平成２９年６月１２日（月）～７月１４日（金）（当日消印有効） 

３．提出方法 
推薦用紙に必要事項を記入のうえ、下記の提出先へ郵送、持参またはメ
ールにてご提出下さい。推薦用紙は兵庫県ＨＰからダウンロードできます。 

４．提出先・問合せ先 
兵庫県 県土整備部 まちづくり局 都市政策課 都市政策班 
〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目１０－１ 

TEL：078-341-7711（内線 4669） 
E-mail：kendo_toshi@pref.hyogo.lg.jp 

※詳しくは兵庫県ホームページをご覧下さい。 
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/wd20_000000008.html 

６月２０日 
申込締切 

●下記内容で実施しますのでお電話でお申込み下さい。 

ＴＥＬ：０７８－３８２－０９７７（担当：中嶋・友安） 

１会員につき１名のみのお申込みでお願いします。 
 
◆日時：下記参照 
◆場所：兵庫県不動産会館 ４階パソコン教室 

 
●研修内容 
★物件登録  ★間取り図作成 

★会員ホームページ（ハトらぶの会員情報ページ）の編集 

パソコン研修のご案内 

受講料無料 
 

日程 時間 定員

６月２９日（木） 13：30～16：30 10名

投 票 日 7 月 2 日

６月１６日(金)～７月１日(土)

兵 庫 県 知 事 選 挙

（日）

　　【期日前投票のできる期間】　　

そろって投票しましょう！！

法人間売買取引の「ＩＴを活用した重要事項説明に 
係る社会実験」の追加募集について 

 
国土交通省では、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第

３５条に基づき対面で行うこととされている重要事項説明について、テレビ会議等

のＩＴを活用し、対面に準じた形で行う重要事項説明について、これまで３０３

の事業者により平成２７年８月から約１年５月の間、社会実験を実施してきま

した。 

今回、当該社会実験の不動産取引の中でも、「法人間売買取引」について

は、実施件数が数件にとどまり十分な結果が得られなかったため、継続実施するこ

ととなりました。このため、「法人間売買取引」を実施して頂く事業者のみ追加募集

を行うこととしましたので、お知らせいたします。 
 
＜追加募集の概要＞ 

申請期間：平成２９年５月３１日（水）～６月２８日（水）１８：００ 

申請方法：国土交通省ホームページに設置されたＩＴ重説システムにて申請 

結果通知：国土交通省にて必要な審査を実施した後、平成２９年７月中旬

を目途に登録されたメールアドレス宛に結果を通知。 
 
（※申請にあたっては、社会実験を実施するにあたっての事業者の責務などを示

す「ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験のためのガイドライン」（平成

２９年５月３１日付版）等をよく参照して下さい。） 
 
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000112.html  
 


